「育児時短就業給付金」支給申請（再開）同意確認書

＜育児時短就業給付金とは？＞
 ２歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
 育児時短就業給付金の受給資格者が、雇用保険の資格を喪失したあと、転職等により雇用保険の資格を再取得した場合、引き続き育児時短就業給付金の受給資格者となります（支給対象月は「初日から末日まで続けて雇用保険被保険者である月」となります。
また、所定労働時間が短縮されていない月は申請ができません。詳細は、パンフレット（「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」）をご覧ください。）。 

＜引き続き支給申請を行う場合の手続き＞ 
「支給申請書再交付申請」により、支給申請書の交付を受ける必要があります。 受給資格確認時の賃金月額や口座情報、前職における本来の所定労働時間が記載された通知書等が交付されるため、予め被保険者から同意を得てください。 
再交付申請の際は、下記「被保険者同意欄」に署名を受けた上で、名古屋東公共職業安定所の窓口へ持参または郵送にてご提出いただくようお願いいたします。 

＜支給申請書再交付申請に必要なもの＞ 
１． 本同意書（「被保険者同意欄」に被保険者の署名のあるもの） 
２． 事業所の方の社員証や身分証 
３． 「支給申請書再交付申請書」（窓口備付）※窓口にてご記入ください。
※支給申請書の再交付後に別途支給申請を行う必要があります。 
※お手続きについては、パンフレットをご確認いただくか、窓口にてご相談ください。 


	事業所番号※
	事業所名※

	　2301-　　　　　　　　-
	　

	被保険者番号※
	被保険者同意書（署名）

	　
	育児時短就業給付金支給申請書再交付に同意します。

	取　得　日※
	

	　　年　　　月　　　日
	



※署名欄以外は事業所の方がご記入いただいて差し支えありません
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R8.4.13 名古屋東公共職業安定所　雇用保険適用課
